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           認定工場向けメールマガジン vol.10（令和 6年 7月 4日） 

             （一社）日本冷凍食品協会 品質・技術部より 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇  I N D E X  ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

１．当協会からのお知らせ 

■令和７年度版 冷凍食品認定制度（要綱・要領）の改定について  

【認定マーク】HACCPの文字を取り入れた新しいデザインに変更 

【変更点のポイント】 

【認定制度説明会の開催 7月 30日（火）PM開催】 

■認定工場数・認定数量の拡大について（理事会 2号議案）について 

２．講習会情報 

■第 6回 WEB 衛生管理計画作成講習会（オンデマンド配信中）   

３．行政情報など 

■個別品目ごとの表示ルール見直しについて〔消費者庁〕 

令和 6年度食品表示懇談会 第 1回分科会 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

■メルマガ バックナンバーについて（会員専用ページのご案内） 

          ※ INDEX の各項目をクリックすると、該当記事にジャンプします。 

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

１．当協会からのお知らせ 

■令和７年度版 冷凍食品認定制度（要綱・要領）の改定について 

 認定制度は、平成 29年度版でコーデックスＨＡＣＣＰに完全対応したものとなっていますが、認定要綱・要

領上、HACCPに対応していることを、明文化していませんでした。今改定で認定制度が HACCPに対応して

いることを明文化するとともに、認定証票は「ＨＡＣＣＰ」の文字を取り入れた新たなデザインに変更し、令和

7 年 4 月より施行します。詳細については、7 月 30 日（火）に、オンラインによる改定説明会を開催しますの

で、是非ご参加ください。後日、別途、案内を行います。なお、認定基準は現在、

改定作業を行っていますので、改めて 8月末頃に説明会を開催する予定です。  

大きな変更点は、以下の通りです。 

①認定の仕組みとして工場認定である旨を明確化。 

②認定工場の責務を新たに章立て。 

③これまで実施してきたオプション支援を、認定制度に取り込み。 

④現在の格付け生産数量に加え冷凍食品総生産量の報告を義務付け。 

⑤15年以上据え置いてきた認定審査料の改定。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■オンライン改定説明会 

令和７年度版 冷凍食品認定制度（要綱・要領）の改定内容について、7月 30日（火）13時より、

質疑応答を含め約２時間程度のオンライン説明会を予定しております。参加方法については、7 月 8

日の週をめどに別途ご案内します。 
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先頭に戻る 

 

■認定工場数・認定数量の拡大について（理事会 2号議案） 

令和 6 年 5 月 22 日開催の当協会理事会において、認定工場数・認定数量の拡大に関する以下の事項

について、承認いただいたところです。会員各企業・各認定工場の皆様におかれましては、是非とも当該承

認事項の実施に、ご協力いただくようお願いたします。詳細については、別添資料１をご覧ください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【承認事項】 

１．冷凍食品を自社生産する場合、家庭用、業務用を問わず、認定工場での生産とするよう努める。 

認定工場でない場合は、認定工場の資格取得に努める。 

２．冷凍食品生産を外部委託する場合、認定工場での委託とするよう努める。 

認定工場でない場合は、認定工場の資格を取得するように推奨する。 

３．認定工場で生産する冷凍食品に認定証を貼付していない場合は、貼付するよう努める。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 別添資料１： R6.5.22理事会承認事項〔認定工場数・認定数量の拡大について〕 

 

先頭に戻る 

 

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

 

２．講習会情報 

第 6回 WEB 衛生管理計画作成講習会（オンデマンド配信：8月 31日まで） 

「第 3回 WEB衛生管理計画（令和 4年 7 月 21日開催）」の録画を、オンデマンド配信方式で公開を開始

しました。 

内容は、過去に当協会が各地で開催していた衛生管理計画作成講習会の 2日間のカリキュラムをオンラ

イン用に再編したものです。 

既にＨＡＣＣＰに取り組まれている担当者の復習、今後ＨＡＣＣＰに取り組む従業員（製造に従事される方

を含む）や新人教育にも活用できる内容となっています。また、既に受講済の方の復習用としてもご利用く

ださい。（申し込み方法等は別紙案内を確認いただき、配信登録をお願いいたします。）  

別添資料２ 第 6回 WEB衛生管理計画作成講習会視聴案内 20240703 

 

令和 6 年度も講習会を複数計画中です。準備が出来次第、協会 HP やメルマガ等でご案内します。 

 

先頭に戻る 

 

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

 

３．行政情報など 

■個別品目ごとの表示ルール見直しについて〔消費者庁〕  

  消費者庁において、個別品目ごとの表示ルールの見直しの議論が行われています。令和 6 年 5 月 29

日に「令和 6 年度食品表示懇談会 第 1 回分科会」が開催され、協会は「調理冷凍食品の個別品目ごと
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の表示ルール」（以下、個別表示）について、消費者にとってわかりにくく合理的な選択ができないことに

加え、事業者にとっても大きな負担となっているといった内容を説明のうえ、廃止を要望しました。 

各委員よりいくつかコメントが述べられましたが、廃止の要望に対しては、一定の理解が示され、本分

科会としては、当該個別表示は廃止する方向でとりまとめられました。 

今後については、残る個別表示の事業者団体から順次、ヒアリングが行われ、一定数のヒアリングが

終了した時点でその結果を上位の食品表示懇談会に報告がなされます。その後、複数品目をまとめて、

消費者庁が改正案を作成、パブコメの実施、消費者委員会（食品表示部会）への諮問、答申等を経て改

正となりますが、時期は未定です。 

概要については添付ファイルを参照願います。また、詳細については消費者庁のサイトからご確認を

お願いいたします。 

別添資料３ 20240529_消費者庁食品表示懇談会 1回目分科会概要 

第 1 回 個別品目ごとの表示ルール見直し分科会(2024 年 5 月 29 日) | 消費者庁 (caa.go.jp) 

 

先頭に戻る 

 

■会員専用ページについて（メルマガ バックナンバー閲覧可能） 

協会 HPの会員専用ページから、メルマガのバックナンバーをご覧いただけます。 

（ログインには添付の ID（ユーザー名）とパスワードが必要になります） 

認定工場メルマガ バックナンバー (reishokukyo.or.jp) 

別添資料４ ホームページ『会員専用ページ』ＩＤ・パスワード通知（2023.11.01） 

先頭に戻る 

 

 

 

【お問合せ先】品質・技術部  電話 ：03-3541-3003  Email：jffa@reishokukyo.or.jp 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_012/037522.html
https://member.reishokukyo.or.jp/e-magazine/
mailto:jffa@reishokukyo.or.jp

